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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電子

情報技術産業協会（JEITA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって，JIS X 0510:2004 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2015 年に第 3 版として発行された ISO/IEC 18004 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，QR コードとして知られるシンボル体系の要件を定める。QR コードのシンボル体系の特徴，

データキャラクタの符号化，シンボルの形式，寸法特性，誤り訂正規則，参照復号アルゴリズム，印刷品

質の要件及び利用者が選択可能なアプリケーションパラメタを規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 18004:2015，Information technology－Automatic identification and data capture techniques

－QR Code bar code symbology specification（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

 

2 適合条件 

この規格に規定する機能を備える又は提供する QR コードシンボル（及び QR コードの生成又は読取り

用に設計された機器）は，この規格に適合しているものとみなす。 

JIS X 0510:2004 に規定されている QR コードシンボルのモデル 1 の要件に適合するシンボルは，この規

格に適合する機器で読めなくてもよい。 

JIS X 0510:2004 に規定されている QR コードシンボルのモデル 2 の要件に適合するシンボルは，この規

格に適合する機器で読める。 

JIS X 0510:1999 に適合する読取機器は，この規格に適合するシンボルの全てを読めなくてもよい。追加

の特徴を用いた QR コードシンボルは，そのような機器では読めないことがある。 

JIS X 0510:1999 に適合する印字機器は，この規格に適合するシンボルの全てを印字できなくてもよい。

追加の特徴を用いた QR コードシンボルは，そのような機器では印字できないことがある。 

新規用途及びオープンシステム用途にあっては，QR コードモデル 2 シンボル及びマイクロ QR コード

シンボルが推奨されるシンボル体系の形式であることに注意することが望ましい。 

 


